
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

工事概要 給水整備工　管側（材料） 給水整備工　管側（材料）
　φ75～150×φ25 　φ75～150×φ25

　（宅地用乙止水栓設置） 1件 　（宅地用乙止水栓設置） 2件
　（道路用乙止水栓設置） 3件 　（道路用乙止水栓設置） 1件
　（道路内接続） 8件 　（道路内接続） 9件

給水整備工　宅地側（土工） 給水整備工　宅地側（土工）
　φ25、50　BC　Co有り 4件 　φ25、50　BC　Co有り 2件

　　 　φ25、50　BC　Co無し 1件 　φ25、50　BC　Co無し 2件

5　変更理由
　請負契約締結後、各給水整備所有者へ工事内容の説明を行った際、１件から宅地内での掘
削作業は不要である旨の要望があったため、道路内での接続に変更する。
　また、別の１件から道路用止水栓は不要である旨の要望があったため、宅地用の止水栓に変
更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年6月29日

令和5年10月20日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円3,256,000 3,094,300

工 期

変 更 前 変 更 後

今泉一丁目地内（市道21057号線）給水整備工事

上尾市今泉一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


